
�愛媛県告示第１４０１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり宇和島地区広域事務組合の規約の変更を許可した。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

発 行 愛 媛 県
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汚泥再生処理センターの設置及び管理運営に関する事務の追加

２ 規約変更年月日

平成２１年１１月１１日

３ 規約変更許可年月日

平成２１年１１月１１日

�������
�愛媛県告示第１４０２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

四国中央市金田町半田字赤松谷丁５６の８３、丁５６の１２３、丁５６

の１２４、丁５６の１７３、丁５６の１７６、字長尾谷丁５６０、丁５６８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

四国中央市金田町半田字赤松谷丁５６の８３、字長尾谷丁５６０、

丁５６８

� 指定の目的

公衆の保健

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

宇和島市寄松字葛ヶ谷乙２２２の１（次の図に示す部分に限る。）

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１４０３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、砥部町長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（１／２，５００、１／５，０００、１／１０，０００地

形図作成）

２ 作業期間 平成２１年１１月２０日から

平成２２年３月３０日まで

３ 作業地域 砥部町

�������
�愛媛県告示第１４０４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、松山地方法務局長から次のとおり公共

測量を実施する旨の通知があった。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（基準点設置作業）

２ 作業期間 平成２１年１１月２５日から

平成２２年２月２８日まで

３ 作業地域 松山市高岡町・南吉田町

�������
�愛媛県告示第１４０５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画事業を認可した。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施行者の名称

松山市

２ 都市計画事業の種類及び名称

松山広域都市計画道路事業

３・２・３来住余戸線

３ 事業施行期間

平成２１年１１月２０日から

平成２７年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

愛媛県松山市市坪西町、出合、余戸南一丁目及び余戸南二丁

目地内

� 使用の部分

愛媛県松山市市坪西町地内

�������
�愛媛県告示第１４０６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画事業を認可した。

なお、事業地の全部について、都市計画法第６９条の規定により適

用される土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３１条の規定により、

都市計画事業の認可後の収用又は使用の手続が保留されるので、併

愛 媛 県 報平成２１年１１月２０日 第２１１９号

１００５
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せて告示する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 施行者の名称

松山市

２ 都市計画事業の種類及び名称

松山広域都市計画道路事業

３・４・５６余戸北吉田線

３ 事業施行期間

平成２１年１１月２０日から

平成２９年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

愛媛県松山市余戸西一丁目、余戸西二丁目、余戸西三丁目、

余戸西四丁目、東垣生町、久保田町及び南吉田町地内

� 使用の部分

愛媛県松山市東垣生町、久保田町及び南吉田町地内

５ 収用又は使用の手続が保留される事業地の範囲

愛媛県松山市余戸西一丁目、余戸西二丁目、余戸西三丁目、余

戸西四丁目、東垣生町、久保田町及び南吉田町地内

�������
�愛媛県告示第１４０７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事

業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・五良野ポンプ地区）

の施行を平成２１年１１月１３日認可した。

平成２１年１１月２０日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

�愛媛県告示第１４０８号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１８）第６３９４号 平成１８年
９月１８日 �向井工務店 向井寿美子 越智郡上島町岩城７４６ 平成２１年

１０月１日

とび・土工工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１６）第１５６４４号 平成１６年
１０月２０日 �中家工務店 中家 義行 今治市新谷甲１８６－８ 平成２１年

１０月５日
タイル・れんが・ブロック
工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１６０６３号 平成１９年
１月５日 東洋コンクリート工業� 菊野 先一 四国中央市川滝町下山２０

９０
平成２１年
１０月８日

土木工事業
とび・土工工事業
造園工事業

建設業の廃止

（般－１７）第３５４０号 平成１７年
１０月１６日 加藤電設� 加藤 恵三 西条市大町２９３－１２ 平成２１年

１０月１６日 電気工事業 建設業の廃止

（般・特－１９）第８３１２号 平成１９年
７月９日 �夢創 大久保仁意 今治市石井町２－３－１ 平成２１年

１０月１６日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１８）第１１４００号 平成１９年
１月２８日 赤石建設� 藤原 啓冶 今治市上浦町井口２８００ 平成２１年

１０月２８日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、管工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予市中山町佐礼谷３号１７６番８から

同市双海町上灘字横山甲２０５６番９地先まで

旧 １４．３～５０．０ ０．４１８

新 ４．６～１１４．３ ０．５６６
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平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年１１月２０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予市中山町佐礼谷３号１６８番５から

同市双海町上灘字横山甲２０５６番９地先まで
平成２１年１１月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山双海線
伊予市中山町佐礼谷３号１６８番５から

同市双海町上灘字船屋久保戌３４８番９まで

旧 ４．５～５８．０ ０．６９７

新 １０．７～３０．５ ０．５０８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山双海線
伊予市双海町上灘字船屋久保戌３４８番９から

同町上灘字船屋久保戌３４８番６まで
平成２１年１１月２０日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線 松山市平井町甲２２９７番４ 平成２１年１１月２０日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第３５号

平成２１年１１月１１日
伊予郡松前町大字西古泉字四日市５６０番４

伊予市米湊８３４番地２０

株式会社亀岡

愛 媛 県 報平成２１年１１月２０日 第２１１９号
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�愛媛県告示第１４１５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年１１月２０日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１４１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中局建（開）第３６号

平成２１年１１月１２日
伊予市本郡字伊賀５４９番３、５５０番２

伊予市米湊字大角蔵１５２１番地２

有限会社グランワールド

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川小田線
上浮穴郡久万高原町大川４３４０番２から

同町大川４２５４番４まで
平成２１年１１月２０日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第３７４４号 平成１８年
１月３１日 渡辺工務店 渡辺純一郎 宇和島市中央町１－１－

２８
平成２１年
１０月８日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５５５８号 平成１７年
９月２０日 宮本塗装工業 宮本 正敏 八幡浜市大平２－９５５－

１
平成２１年
１０月９日

塗装工事業
防水工事業 建設業の廃止

（般－２１）第１６５２３号 平成２１年
７月２日 伊予ネット 梅原 國男 西予市宇和町明間１２３７ 平成２１年

１０月１９日 とび・土工工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－１９）第１６１１８号 平成１９年
６月５日 稲葉総業 稲葉 規 大洲市田口甲２０２２－２ 平成２１年

１０月２７日 とび・土工工事業 建設業の廃止
（法人成り）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線

西宇和郡伊方町三机字佐市乙４２５０番５から

同町三机字佐市乙４２３１番８まで
旧 ４．０～３１．０ ０．２２５

西宇和郡伊方町三机字佐市乙４２５０番５から

同町三机字佐市乙４２３１番７まで
新 １６．０～４９．０ ０．２０１

愛 媛 県 報平成２１年１１月２０日 第２１１９号
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監 査 公 表

�公表第３１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町三机字佐市乙４２５０番５から

同町三机字佐市乙４２３１番７まで
平成２１年１１月２０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串内子線
喜多郡内子町内子３５４６番地先から

同町内子２７２番まで

旧 ４．３～９．３ １．１５５

新 ７．１～１０．２ ０．１３５

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

総 務 管 理 課 平成２１年９月８日

人 事 課 〃

財 政 課 〃

税 務 課 〃

市 町 振 興 課 平成２１年９月２日

私 学 文 書 課 〃

行 政 シ ス テ ム 改 革 課 〃

企 画 調 整 課 平成２１年９月３日

交 通 対 策 課 〃

統 計 課 平成２１年９月１１日

情 報 政 策 課 平成２１年９月３日

秘 書 課 平成２１年１０月１５日

広 報 広 聴 課 〃

県 民 生 活 課 平成２１年９月１１日

男 女 参 画 課 〃

県 民 活 動 推 進 課 〃

人 権 対 策 課 平成２１年９月２日

消 防 防 災 安 全 課 平成２１年９月７日

危 機 管 理 課 平成２１年９月８日

環 境 政 策 課 平成２１年９月１１日

循 環 型 社 会 推 進 課 平成２１年９月１０日

自 然 保 護 課 〃

保 健 福 祉 課 平成２１年９月７日

医 療 対 策 課 〃

健 康 増 進 課 平成２１年９月１１日

薬 務 衛 生 課 〃

子 育 て 支 援 課 平成２１年８月２０日

障 害 福 祉 課 〃

長 寿 介 護 課 〃

産 業 政 策 課 平成２１年９月１１日

労 政 雇 用 課 〃

産 業 創 出 課 平成２１年９月８日

経 営 支 援 課 〃

観 光 物 産 課 〃

国 際 交 流 課 〃

農 政 課 平成２１年９月３日

農 業 経 済 課 〃

ブ ラ ン ド 戦 略 課 〃

農 地 整 備 課 〃

農 産 園 芸 課 〃

畜 産 課 〃

林 業 政 策 課 平成２１年９月７日

森 林 整 備 課 〃

漁 政 課 平成２１年９月２日

水 産 課 〃

漁 港 課 〃

愛 媛 県 報平成２１年１１月２０日 第２１１９号
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６ 生活安定資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に引き続き

努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ ５１，９０７，３３０ ５１，９０７，３３０

１９年度 ０ ５３，７９５，８５５ ５３，７９５，８５５

差引増減 ０ △１，８８８，５２５ △１，８８８，５２５

（保健福祉課）

７ 低所得世帯子弟就学奨励補助金の返納金について、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１１年度 １者 １００，０００

１２年度 １者 ３６，０００ 実債務者数１者

計 ２者 １３６，０００

（保健福祉課）

８ 災害救助基金の積立額が災害救助法に定める最少額に達していなか

った。 （保健福祉課）

９ 児童扶養手当返還金について、納期限内の収入確保と収入未済額の

縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ２５０，３２０ ２４，１２７，４４０ ２４，３７７，７６０

１９年度 ８３，４４０ ２５，６５０，２２０ ２５，７３３，６６０

差引増減 １６６，８８０ △１，５２２，７８０ △１，３５５，９００

（子育て支援課）

１０ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減

に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ２１，６４６，５６５ １４１，７９０，５００ １６３，４３７，０６５

１９年度 ２０，７４９，３８５ １２６，３１４，１４０ １４７，０６３，５２５

差引増減 ８９７，１８０ １５，４７６，３６０ １６，３７３，５４０

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １，５５９，４２１ １６，９０３，７６９ １８，４６３，１９０

１９年度 １，７５３，０２５ １５，８３８，０７４ １７，５９１，０９９

差引増減 △１９３，６０４ １，０６５，６９５ ８７２，０９１

（子育て支援課）

１１ 心身障害者扶養共済年金過払金について、適切な債権管理が望まれ

る。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 ２８０，０００

土 木 管 理 課 平成２１年９月１０日

用 地 課 〃

河 川 課 平成２１年９月７日

水 資 源 対 策 課 〃

港 湾 海 岸 課 〃

砂 防 課 〃

道 路 建 設 課 平成２１年８月２０日

道 路 維 持 課 〃

都 市 計 画 課 〃

都 市 整 備 課 〃

建 築 住 宅 課 〃

出 納 局 平成２１年８月２５日

人 事 委 員 会 事 務 局 〃

議 会 事 務 局 〃

監 査 事 務 局 〃

教 育 総 務 課 平成２１年９月２日

生 涯 学 習 課 〃

義 務 教 育 課 平成２１年９月１０日

高 校 教 育 課 〃

人 権 教 育 課 平成２１年９月７日

特 別 支 援 教 育 課 平成２１年９月１０日

文 化 振 興 課 〃

文 化 財 保 護 課 〃

保 健 ス ポ ー ツ 課 〃

労 働 委 員 会 事 務 局 平成２１年８月２５日

警 察 本 部 平成２１年１０月１５日

（監査の結果）

平成２０年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 現金支給する職員（１名）の給与について、支給定日を１１日遅延し

て支給していたほか、このために発生した給与資金前渡担任者預金口

座の預金利子を収入していなかった。 （市町振興課）

２ 職員（１名）の通勤手当について、通常徒歩によることを例とする

距離内（１�以下）の区間を含めて交通用具の使用距離を算定してい

たため、計３０，０００円（平成２０年４月から２１年３月までの１２か月分）が

過支給となっていた。 （企画調整課）

３ 職員（１名）の通勤手当について、異動前の所属において経路の認

定誤りがあったにもかかわらず、要件を具備しているかどうか、手当

の額が適正であるかどうかの確認が十分でなかったため、当課におい

て計２８，８００円（平成２０年４月から２１年３月までの１２か月分）、異動前

の所属において計８６，４００円（平成１７年４月から２０年３月までの３６か月

分）、合計１１５，２００円が過支給となっていた。 （秘書課）

４ 県民だより「さわやか愛媛」の印刷及び新聞折込に関する委託契約

について、特定調達契約に該当するにもかかわらず、政令・県規則に

基づく随意契約の相手方、その理由等の公告を行っていなかった。

（広報広聴課）

５ 代執行費用徴収金について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ６者 ５８，４１４，９９９

（循環型社会推進課）
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２０年度 １者 ８０，０００ 実債務者数１者

計 ２者 ３６０，０００

（障害福祉課）

１２ 企業立地促進事業費補助金返還金について、適切な債権管理が望ま

れる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 ３４，７９６，０００

（産業政策課）

１３ 地域改善対策職業訓練受講資金等貸付金償還金について、収入未済

額の縮減に引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ １２１，８００ １２１，８００

１９年度 ０ １５６，６００ １５６，６００

差引増減 ０ △３４，８００ △３４，８００

（労政雇用課）

１４ 中小企業振興資金特別会計における高度化資金貸付金償還金、繊維

工業構造改善資金貸付金償還金、設備近代化資金貸付金償還金及び施

設共同化資金貸付金償還金について、収入未済額の縮減に、引き続き

努められたい。

（高度化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ １，０７３，８４６，０００ １，０７３，８４６，０００

１９年度 ０ １，０８３，８４６，０００ １，０８３，８４６，０００

差引増減 ０ △１０，０００，０００ △１０，０００，０００

（繊維工業構造改善資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ ２２１，４９２，９９９ ２２１，４９２，９９９

１９年度 ８２，２１４，０００ １４８，４９９，９０４ ２３０，７１３，９０４

差引増減 △８２，２１４，０００ ７２，９９３，０９５ △９，２２０，９０５

（設備近代化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ ３２，３５８，９９８ ３２，３５８，９９８

１９年度 ０ ３２，６５８，９９８ ３２，６５８，９９８

差引増減 ０ △３００，０００ △３００，０００

（施設共同化資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

１９年度 ０ ９，３２２，７７９ ９，３２２，７７９

差引増減 ０ ０ ０

（経営支援課）

１５ 中小企業振興資金特別会計における違約金（貸付金償還金に伴うも

の。）について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １者 １８，２３０

（経営支援課）

１６ 職員（１名）の単身赴任手当について、最も経済的かつ合理的と認

められる通常の経路及び方法を検討することなく交通距離を算定した

ことから、計７２，０００円（平成２０年４月から２１年３月までの１２か月分）

が過支給となっていた。 （農政課）

１７ 林業改善資金特別会計における林業改善資金貸付金償還金について、

納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １，８７５，０００ １８，７７８，０４４ ２０，６５３，０４４

１９年度 １，６５５，０００ ２０，６８８，０４４ ２２，３４３，０４４

差引増減 ２２０，０００ △１，９１０，０００ △１，６９０，０００

（林業政策課）

１８ 林業改善資金特別会計における違約金（貸付金償還金に伴うもの。）

について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１５年度 １者 ３１５，７４７

１６年度 １者 ２１２，６４６

１９年度 ２者 ４５５，５５２ 実債務者数４者

２０年度 ３者 ８３０，２５４

計 ７者 １，８１４，１９９

（林業政策課）

１９ 県有林経営事業特別会計について、平成２０年度末の歳入不足額が２１

億４，７００万円余と、前年度より３，３００万円余悪化していることから、

今後とも健全な経営に向けてより一層の努力が望まれる。

（森林整備課）

２０ 沿岸漁業改善資金特別会計における沿岸漁業改善資金貸付金償還金

について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減

に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １，０００，０００ ３，０７０，０００ ４，０７０，０００

１９年度 １，５００，０００ １，７８０，０００ ３，２８０，０００

差引増減 △５００，０００ １，２９０，０００ ７９０，０００

（漁政課）

２１ 違約金（設計委託業務に伴うもの。）について、適切な債権管理が

望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１２年度 １者 ２１０，０００

（漁港課）

２２ 草刈作業車のリース契約について、他に草刈機能を有する車両が販

売されていたにもかかわらず、１機種しかないものと判断し、経済性
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を十分に比較検討することなく導入を決定し、地方機関に導入時期、

契約相手、契約方法を指示していた。 （道路維持課）

２３ 住宅貸付損害金について、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １，８７９，５７６ ２７，６１６，２２９ ２９，４９５，８０５

１９年度 ２，９９４，４６７ ２４，７０１，７６２ ２７，６９６，２２９

差引増減 △１，１１４，８９１ ２，９１４，４６７ １，７９９，５７６

（建築住宅課）

２４ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金について、納期限

内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減に、より一層努め

られたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １８，３８０，０００ １３，５７４，０００ ３１，９５４，０００

１９年度 １２，０７４，０００ １０，５５６，０００ ２２，６３０，０００

差引増減 ６，３０６，０００ ３，０１８，０００ ９，３２４，０００

（教育総務課）

２５ 給与の過払金について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１７年度 １者 ３９２，００２

（義務教育課）

２６ 県立学校におけるパソコンＬＡＮシステムの更新（情報教育設備整

備促進費）に当たり、導入対象校あてに機器等の数量、性能の仕様等

を示したものの、賃借料の月額限度額（１６６，０００円）内であれば各校

の判断で変更してもよいと通知したため、各校が賃貸借契約を実施し

た結果、次の不経済な執行が散見された。

・本システムの用途から判断して過剰と認められる性能を有する機器

が導入されていた。

・機器仕様に示されていない周辺装置が導入されていた。

・クラス最多の生徒数を上回る数量の生徒用パソコンが導入されてい

た。 （高校教育課）

２７ 県立学校における校内ＬＡＮ用端末機及びソフトウェアの賃貸借契

約について、納入機器等の引渡し及び確認検査が賃貸借契約開始日以

降に行われていたものが散見された。賃貸借開始日までに賃貸借機器

等の動作確認を含めた検査を行い、その結果を賃貸人に通知するとす

る条項を契約書に規定すべきであった。 （高校教育課）

２８ 職員（１名）の出張中の超過勤務手当について、計１３２，８４０円（平

成２１年１月及び２月分）が支給不足となっていた。 （高校教育課）

２９ 職員（１名）の単身赴任手当について、最も経済的かつ合理的と認

められる通常の経路及び方法を検討することなく交通距離を算定した

ことから、計６６，０００円（平成２０年４月から２１年２月までの１１か月分）

が過支給となっていた。 （高校教育課）

３０ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金について、納期限

内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減に、より一層努め

られたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ４９，７８８，４６７ ２３５，７６９，８９７ ２８５，５５８，３６４

１９年度 ４６，７０３，１９８ １９２，０７４，０２９ ２３８，７７７，２２７

差引増減 ３，０８５，２６９ ４３，６９５，８６８ ４６，７８１，１３７

（人権教育課）

３１ 放置違反金について、納期限内の収入確保に努めるとともに、徴収

方法を検討するなど、収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ９，９９３，０００ １５，５４７，７６３ ２５，５４０，７６３

１９年度 １２，４６８，０００ ７，６５０，０００ ２０，１１８，０００

差引増減 △２，４７５，０００ ７，８９７，７６３ ５，４２２，７６３

（警察本部）

３２ 損害弁償金について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１７年度 １者 ４２９，０００

１９年度 １者 ９２４，０００

計 ２者 １，３５３，０００

（警察本部）

３３ 延滞金（放置違反金に伴うもの。）について、収入未済額の縮減に、

より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ３０６，３００ １１９，８００ ４２６，１００

１９年度 １２５，７００ ２，０００ １２７，７００

差引増減 １８０，６００ １１７，８００ ２９８，４００

（警察本部）

３４ 職員（１名）の通勤手当について、人事委員会の運用通知に基づき

最短の経路でなく社会通念上合理的と認める経路について認定すると

きは、職員からの十分な検討材料の提供を受けて総合的に判断しなけ

ればならないとされているところ、十分な検討がないまま届出のあっ

た通勤経路を認定したことにより、計１４，４００円（平成２０年１０月から２１

年３月までの６か月分）が過支給となっていた。 （警察本部）

３５ 運転免許証ＩＣ化関連情報システムの賃貸借契約（５件）について、

次のとおり改善を要する点があった。

・業務の再委託に必要とされる県の承諾がないまま保守業務の再委託

が行われていた。

・「愛媛県警察情報セキュリティ対策基準」に基づいて契約の相手方

に遵守させることとされている守秘義務や再委託管理などの措置が、

契約書に明記されていなかった。

・動作確認を含めた確認検査を行わないまま、賃貸借機器等の引渡し

を受けていた。賃貸借開始日までに賃貸借機器等の動作確認を含め

た検査を行い、その結果を賃貸人に通知するとする条項を契約書に

規定すべきであった。 （警察本部）

３６ 産業廃棄物の収集運搬処分に係る委託契約について、次のとおり改

善を要する点があった。

・収集運搬業務と処分業務を一つの業務とした随意契約であったにも

かかわらず、処分業の許可を有しない者から見積りを徴し、その者

と契約を締結していた。また、別途処分業務を処分業の許可を有す

る者へ委託したところ、適正な会計手続をとっていなかった。

・検査調書を作成していなかった。 （警察本部）
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�公表第３２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成２１年７月２３日、
平成２１年７月２７日

健 康 福 祉 環 境 部
平成２１年７月２３日、
平成２１年７月２４日、
平成２１年７月２７日

四 国 中 央 保 健 所 平成２１年７月２４日

産 業 経 済 部 平成２１年７月２３日、
平成２１年７月２７日

東 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２１年７月２３日

建 設 部 平成２１年７月２４日

四 国 中 央 土 木 事 務 所 〃

今 治 土 木 事 務 所 平成２１年７月２７日

鹿 森 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２１年７月２４日

黒 瀬 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

玉 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２１年７月２７日

台 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

出 納 室 平成２１年７月２３日

（監査の結果）

平成２０年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に一層努め

られたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ４９６，８８４，９２１ ７２７，７６０，７６０ １，２２４，６４５，６８１

１９年度 ４８２，８０３，３８１ ６４８，５４７，７８４ １，１３１，３５１，１６５

差引増減 １４，０８１，５４０ ７９，２１２，９７６ ９３，２９４，５１６

（総務企画部）

２ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（４，９１４円分）が認められた。

また、平成２１年度においても、同様の事例（３８，５３５円分）が認められ

た。 （総務企画部）

３ 職員（１名）の住居手当について、支給の終了を決定していたにも

かかわらず支給したため、２１，５００円（平成２１年３月分）が過支給とな

っていた。 （健康福祉環境部）

４ 旧新居浜保健サービスステーションから排出された産業廃棄物（レ

ントゲン装置）の収集運搬処分に係る委託契約について、収集運搬業

務と処分業務を一つの業務とした随意契約であったにもかかわらず、

処分業の許可を有しない者から見積りを徴し、その者と契約を締結し

ていた。また、別途処分業務を処分業の許可を有する者へ委託したと

ころ、適正な会計手続をとっていなかった。 （健康福祉環境部）

５ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（５，８０６円分）が認められた。

（健康福祉環境部（西条保健所））

６ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保に努められたい。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

２０年度 ３者 １０４，０００

（健康福祉環境部）

７ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減

に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ３，３９５，８４４ ５，１１６，３５２ ８，５１２，１９６

１９年度 ２，３４４，３４７ ３，３３１，２８２ ５，６７５，６２９

差引増減 １，０５１，４９７ １，７８５，０７０ ２，８３６，５６７

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １５０，３２８ ３６３，０４８ ５１３，３７６

１９年度 １５０，３２８ ２１２，７２０ ３６３，０４８

差引増減 ０ １５０，３２８ １５０，３２８

（健康福祉環境部）

８ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（１３，５００円分）が認められた。

（健康福祉環境部（今治保健所））

９ 需用費の執行において、正規の会計処理を行わないまま取引業者に

随時物品を納入させ、後日、納入させた物品とは異なる会計書類を作

成し、それらの費用を一括して支払う不適正な経理処理（１３７，０４６円

分）が認められた。 （四国中央保健所）

１０ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させたほか、それとは異なる物品の修繕に差し替えた不

適正な経理処理（３９，５２１円分）が認められた。

（産業経済部（産業振興課））

１１ 物品納入のため取引業者に保有させていた預け金（１４，３６４円）が認

められた。 （産業経済部）

１２ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（２０，４５３円分）が認められた。

（産業経済部（今治支局森林林業課））

１３ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入

未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ３，５８０，７００ ２，６７５，８００ ６，２５６，５００

１９年度 ３，２３６，２００ ７４７，６００ ３，９８３，８００

差引増減 ３４４，５００ １，９２８，２００ ２，２７２，７００

（建設部）

１４ 契約解除に伴う前払金余剰額に対する利息（工事請負契約に伴うも

の。）について、適切な債権管理が望まれる。
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�公表第３３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 １１５，６８８

（建設部）

１５ 物品納入のため取引業者に保有させていた預け金（５，２７９，８２２円）

が認められたほか、預け金からの物品納入等（１５９，９４５円分）があっ

た。 （建設部）

１６ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入

未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ２，２７０，７００ ３，３９４，０００ ５，６６４，７００

１９年度 ２，１０６，１００ ２，３１３，０００ ４，４１９，１００

差引増減 １６４，６００ １，０８１，０００ １，２４５，６００

（今治土木事務所）

１７ 違約金（工事請負契約及び設計委託業務に伴うもの。）について、

適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １者 ９４，５００

１４年度 １者 １５，２２５

計 ２者 １０９，７２５

（今治土木事務所）

１８ 契約解除に伴う前払金余剰額に対する利息（工事請負契約に伴うも

の。）について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１４年度 １者 ３７，９２５

（今治土木事務所）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成２１年７月２８日

健 康 福 祉 環 境 部 〃

産 業 経 済 部 平成２１年７月２８日、
平成２１年７月２９日

中 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２１年７月２８日

建 設 部 平成２１年７月２９日

久 万 高 原 土 木 事 務 所 〃

出 納 室 平成２１年７月２８日

（監査の結果）

平成２０年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に一層努め

られたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ９１２，９７９，５１８ １，５４９，０５９，０５３ ２，４６２，０３８，５７１

１９年度 ７７３，９００，５２２ １，４６８，４０５，９５８ ２，２４２，３０６，４８０

差引増減 １３９，０７８，９９６ ８０，６５３，０９５ ２１９，７３２，０９１

（総務企画部）

２ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品の購入を、それと

は異なる物品の修繕に差し替えた不適正な経理処理（１６，４８５円分）が

認められた。 （健康福祉環境部）

３ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ７５８，４５６ ３５４，６８０ １，１１３，１３６

１９年度 ２６０，０００ ２２４，６８０ ４８４，６８０

差引増減 ４９８，４５６ １３０，０００ ６２８，４５６

（健康福祉環境部）

４ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減

に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ７９６，０４６ ３，７５７，０８４ ４，５５３，１３０

１９年度 ６４０，７９７ ３，４９５，９０９ ４，１３６，７０６

差引増減 １５５，２４９ ２６１，１７５ ４１６，４２４

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ １，７２８，２６４ １，７２８，２６４

１９年度 １２８，４００ １，６５３，３６４ １，７８１，７６４

差引増減 △１２８，４００ ７４，９００ △５３，５００

（健康福祉環境部）

５ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）について、適切な債権管理が

望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １者 ３，９６５，０００

（産業経済部）

６ 契約解除に伴う前払金余剰額に対する利息（工事請負契約に伴うも

の。）について、適切な債権管理が望まれる。
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�公表第３４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１６年度 １者 ９７，０１６

（産業経済部）

７ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（３１，２９０円分）が認められた。

（産業経済部）

８ 職員（５名）の同一週を超えた週休日の振替等に伴う超過勤務手当

について、計１０６，８９２円（平成２０年６月分及び同年８月から２１年３月

までの分）が支給不足となっていた。 （産業経済部）

９ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に一

層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １９，５４７，７００ ４２，２９１，５８０ ６１，８３９，２８０

１９年度 １８，７７３，４００ ４０，３５７，０８０ ５９，１３０，４８０

差引増減 ７７４，３００ １，９３４，５００ ２，７０８，８００

（建設部）

１０ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）について、適切な債権管理が

望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １者 ９７０，１５０

１９年度 ２者 ９７，６００

計 ３者 １，０６７，７５０

（建設部）

１１ 損害弁償金について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 ６３３，０００

（建設部）

１２ 契約解除に伴う前払金余剰額に対する利息（工事請負契約に伴うも

の。）について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １者 １７，７８８

（建設部）

１３ 職員（１名）の通勤手当について、人事委員会の運用通知に基づき

最短の経路でなく社会通念上合理的と認める経路について認定すると

きは、職員からの十分な検討材料の提供を受けて総合的に判断しなけ

ればならないとされているところ、十分な検討がないまま届出のあっ

た通勤経路を認定したことにより、計３８，４００円（平成２０年４月から２１

年３月までの１２か月分）が過支給となっていた。 （建設部）

１４ 物品納入のため取引業者に保有させていた預け金（３，２７０，７７５円）

が認められた。 （建設部）

１５ 平成１９年度に納入のあった物品（１３４，６８５円分）について、２０年度

予算で支出していた上、会計書類に記載した物品と異なる物品に差し

替えて納入させた不適正な経理処理（６７，６２０円分）が認められた。

（建設部）

１６ 郵便切手について、金庫に保管されたまま認知されていなかったも

の（７１０，１１０円分）が認められた。 （建設部）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 予 地 方 局

総 務 企 画 部 平成２１年８月７日、
平成２１年８月１０日

健 康 福 祉 環 境 部 平成２１年８月７日、
平成２１年８月１０日

産 業 経 済 部 平成２１年８月７日、
平成２１年８月１１日

南 予 家 畜 保 健 衛 生 所 平成２１年８月７日

建 設 部 平成２１年８月１０日

大 洲 土 木 事 務 所 平成２１年８月７日

八 幡 浜 土 木 事 務 所 〃

西 予 土 木 事 務 所 〃

愛 南 土 木 事 務 所 平成２１年８月１１日

須 賀 川 ダ ム 管 理 事 務 所 平成２１年８月１０日

山 財 ダ ム 管 理 事 務 所 〃

出 納 室 平成２１年８月１１日

（監査の結果）

平成２０年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 県税について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額

の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ２０８，７１９，７４９ ３０９，０４５，８５４ ５１７，７６５，６０３

１９年度 ２１２，２１０，０５４ ２４８，４９１，４７３ ４６０，７０１，５２７

差引増減 △３，４９０，３０５ ６０，５５４，３８１ ５７，０６４，０７６

（総務企画部）

２ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（２８，４０９円分）が認められた。

（総務企画部）

３ 郵便切手について、施錠ロッカーに保管されたまま認知されていな

かったもの（４，４１５，３２４円分）が認められた。 （総務企画部）

４ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ３，７６７，４１１ ３，０７０，９２２ ６，８３８，３３３

１９年度 ２，９６４，６７２ ２１５，０００ ３，１７９，６７２

差引増減 ８０２，７３９ ２，８５５，９２２ ３，６５８，６６１

愛 媛 県 報平成２１年１１月２０日 第２１１９号

１０１５



�������
�公表第３５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ０ ５５８，２００ ５５８，２００

１９年度 ４７１，８００ １６２，４００ ６３４，２００

差引増減 △４７１，８００ ３９５，８００ △７６，０００

（大洲土木事務所）

１３ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）について、適切な債権管理が

望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

２０年度 １者 ４６，７２５

（大洲土木事務所）

１４ 契約解除に伴う前払金余剰額に対する利息（工事請負契約に伴うも

の。）について、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 債 務 者 収入未済額（円） 備 考

２０年度 １者 ７，３７７

（大洲土木事務所）

１５ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入

未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ２０７，２００ １，１４４，３００ １，３５１，５００

１９年度 ４８４，３００ １，１４４，３００ １，６２８，６００

差引増減 △２７７，１００ ０ △２７７，１００

（八幡浜土木事務所）

１６ 物品納入のため取引業者に保有させていた預け金（８３４，０２６円）が

認められた。 （八幡浜土木事務所）

１７ 物品納入のため取引業者に保有させていた預け金（３１，６１３円）が認

められた。 （西予土木事務所）

（健康福祉環境部（地域福祉課））

５ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減

に、より一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ２，１８７，７７４ ３，６７１，８２０ ５，８５９，５９４

１９年度 １，８２２，０８８ ３，２０６，５８８ ５，０２８，６７６

差引増減 ３６５，６８６ ４６５，２３２ ８３０，９１８

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ４９，３８２ １，６００，４４６ １，６４９，８２８

１９年度 ０ １，６００，４４６ １，６００，４４６

差引増減 ４９，３８２ ０ ４９，３８２

（健康福祉環境部）

６ 生活保護費戻入金について、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ５９１，０８２ ２４７，０００ ８３８，０８２

１９年度 ２７２，０００ ５５，０００ ３２７，０００

差引増減 ３１９，０８２ １９２，０００ ５１１，０８２

（健康福祉環境部（八幡浜支局福祉室））

７ 本庁で一括して賃貸借契約をして配備したプリンタについて、賃貸

業者が修理を含む保守・点検を行う契約内容であったにもかかわらず

別の業者に修理をさせたため、本来負担する必要のない修理費用２８，３

５０円を支出していた。 （産業経済部）

８ 農地活用普及事業に係る先進地視察に参加した者の旅費（５名分、

１１４，５００円）について、資金前渡担任者に前渡資金が支払われていた

にもかかわらず、その者が自費で立て替えて支払っていた。

（産業経済部）

９ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入

未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １，２５４，１００ １，２１１，９００ ２，４６６，０００

１９年度 １，０２１，４００ １，０５５，０００ ２，０７６，４００

差引増減 ２３２，７００ １５６，９００ ３８９，６００

（建設部）

１０ 草刈作業車のリース契約について、当初契約時、他に草刈機能を有

する車両が販売されていたにもかかわらず、経済性を比較検討するこ

となく長期継続契約を締結していた。 （建設部）

１１ 消耗品（プリンタ用トナー）について、使用可能な機器がないにも

かかわらず購入されていた。 （建設部）

１２ 住宅貸付料について、納期限内の収入確保に努めるとともに、収入

未済額の縮減に引き続き努められたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 京 事 務 所 平成２１年５月１５日

研 修 所 平成２１年５月２１日

消 防 学 校 平成２１年１月１５日

消 費 生 活 セ ン タ ー 平成２１年５月２１日

医 療 技 術 大 学 平成２１年５月１３日

中 央 児 童 相 談 所 平成２１年５月２１日

東 予 児 童 相 談 所 平成２１年５月１２日

南 予 児 童 相 談 所 平成２１年４月２８日
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食 肉 衛 生 検 査 セ ン タ ー 平成２１年１月７日

動 物 愛 護 セ ン タ ー 平成２１年５月１１日

衛 生 環 境 研 究 所 平成２１年５月２１日

心 と 体 の 健 康 セ ン タ ー 〃

歯 科 技 術 専 門 学 校 平成２１年１月７日

看 護 専 門 学 校 平成２１年５月１１日

身 体 障 害 者 更 生 相 談 所 〃

婦 人 相 談 所 〃

知 的 障 害 者 更 生 相 談 所 平成２１年５月２１日

子 ど も 療 育 セ ン タ ー 平成２１年５月１３日

え ひ め 学 園 平成２１年５月１２日

計 量 検 定 所 平成２１年５月１１日

産 業 技 術 研 究 所
平成２１年５月１１日、
平成２１年５月１２日、
平成２１年５月１３日

繊 維 産 業 技 術 セ ン タ ー 平成２１年５月１１日
�
�
�
�
�
�
�

紙 産 業 技 術 セ ン タ ー 平成２１年５月１２日

�
�
�
�
�
�
�

窯 業 技 術 セ ン タ ー 平成２１年５月１１日

新 居 浜 高 等 技 術 専 門 校 平成２１年５月１２日

今 治 高 等 技 術 専 門 校 平成２１年４月２８日

松 山 高 等 技 術 専 門 校 平成２１年５月１１日

宇 和 島 高 等 技 術 専 門 校 〃

大 阪 事 務 所 〃

病 害 虫 防 除 所 平成２１年５月２１日

農 業 大 学 校 〃

農 林 水 産 研 究 所

平成２１年１月７日、
平成２１年１月１５日、
平成２１年４月２８日、
平成２１年５月１１日、
平成２１年５月２１日

果 樹 研 究 セ ン タ ー 平成２１年１月１５日

畜 産 研 究 セ ン タ ー 平成２１年１月７日

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

林 業 研 究 セ ン タ ー 平成２１年５月１１日

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

水 産 研 究 セ ン タ ー 平成２１年４月２８日

栽 培 資 源 研 究 所 平成２１年５月１１日

家 畜 病 性 鑑 定 所 〃

（監査の結果）

平成２０年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 授業料について、納期限内の収入確保と収入未済額の縮減に、引き

続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ２６７，９００ ３１０，５００ ５７８，４００

１９年度 １，６０７，４００ ３５７，９００ １，９６５，３００
平成２０年１２月
３１日現在（対
前年同月比）

差引増減 △１，３３９，５００ △４７，４００ △１，３８６，９００

（医療技術大学）

２ 職員（１名）の旅費について、宿泊の必要がなかったため、宿泊料

１３，１００円が過支給となっていた。 （医療技術大学）

３ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ５，１２８，６４０ ４９，００８，４６３ ５４，１３７，１０３

１９年度 ５，１０３，８１０ ５１，８５２，５２３ ５６，９５６，３３３
平成２０年１２月
３１日現在（対
前年同月比）

差引増減 ２４，８３０ △２，８４４，０６０ △２，８１９，２３０

（中央児童相談所）

４ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １，００３，３９０ １０，３９０，００８ １１，３９３，３９８

１９年度 ９２０，５４０ １２，６９１，８８０ １３，６１２，４２０
平成２０年１２月
３１日現在（対
前年同月比）

差引増減 ８２，８５０ △２，３０１，８７２ △２，２１９，０２２

（東予児童相談所）

５ 職員（１名）の通勤手当について、人事委員会の運用通知に基づき

最短の経路でなく社会通念上合理的と認める経路について認定すると

きは、職員からの十分な検討材料の提供を受けて総合的に判断しなけ

ればならないとされているところ、十分な検討がないまま届出のあっ

た通勤経路を認定したことにより、計２５，３００円（平成２０年４月から２１

年２月までの１１か月分）が過支給となっていた。（東予児童相談所）

６ 児童福祉施設入所措置費負担金の未収金について、消滅時効が完成

した納付金を県会計規則に定める手続をとることなく他の同未収金に

充当し収納していた。 （東予児童相談所）

７ 児童福祉施設入所措置費負担金について、納期限内の収入確保と収

入未済額の縮減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 ８６８，０２０ ５，４４６，９８０ ６，３１５，０００

１９年度 ７４３，４１０ ６，０１７，２８０ ６，７６０，６９０
平成２１年１月
３１日現在（対
前年比）

差引増減 １２４，６１０ △５７０，３００ △４４５，６９０

（南予児童相談所）

８ 子ども療育センター利用料金について、納期限内の収入確保に努め

るとともに、滞納繰越額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

２０年度 １，５９１，５０１ １，１６５，６８６ ２，７５７，１８７

１９年度 １，４５６，１４１ １８４，５０３ １，６４０，６４４
平成２０年１２月
３１日現在（対
前年同月比）

差引増減 １３５，３６０ ９８１，１８３ １，１１６，５４３

（子ども療育センター）

９ 感染性産業廃棄物の収集運搬処分に係る委託契約について、収集運

搬業務と処分業務を一つの業務とした随意契約であったにもかかわら

ず、処分業の許可を有しない者から見積りを徴し、その者と契約を締

結していた。また、別途処分業務を処分業の許可を有する者へ委託し

たところ、適正な会計手続をとっていなかった。

（子ども療育センター）

１０ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

愛 媛 県 報平成２１年１１月２０日 第２１１９号

１０１７



�������
�公表第３６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

し替えて納入させた不適正な経理処理（９９，１９３円分）が認められた。

（子ども療育センター）

１１ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（５５，７８１円分）が認められた。

また、平成２１年度においても、同様の事例（１５，７５０円分）が認められ

た。 （産業技術研究所）

１２ ホームページにおいて、使用料及び手数料について誤った金額など

が掲載されていたので、適確な広報に努められたい。

（繊維産業技術センター）

１３ 低真空走査型電子顕微鏡保守点検業務委託契約について、業務実施

状況によって委託料の変動が想定される契約内容であるところ、業務

量が契約内容に比べて減少していたにもかかわらず契約書に精算条項

を規定していなかったため、実質的に委託料が過大となっていた。

（紙産業技術センター）

１４ 平成２０年１１月２１日に発生した火災により、建物施設、附帯設備、備

品等が焼損するなどの多額の被害が生じているので、職員に対して防

災意識高揚のための指導・教育を励行するなど、火災事故の再発防止

に万全を期されたい。 （農林水産研究所）

１５ 公用車による人身事故があったので、当該事故を厳粛に受け止め、

職員に対して交通法規遵守を徹底し、車両の安全運行に万全を期され

たい。 （農林水産研究所）

１６ 給与資金前渡担任者の預金口座について、当該口座の通帳を紛失し

ていたほか、県会計規則に定める引継ぎが行われていなかった。

（農林水産研究所）

新 居 浜 南 高 等 学 校 平成２１年２月６日

新 居 浜 工 業 高 等 学 校 〃

新 居 浜 商 業 高 等 学 校 〃

西 条 高 等 学 校 〃

西 条 農 業 高 等 学 校 〃

小 松 高 等 学 校 〃

東 予 高 等 学 校 〃

丹 原 高 等 学 校 〃

今 治 西 高 等 学 校 平成２１年２月１７日

今 治 南 高 等 学 校 平成２１年２月６日

今 治 北 高 等 学 校 平成２１年２月１７日

今 治 工 業 高 等 学 校 平成２１年２月６日

伯 方 高 等 学 校 平成２１年２月１７日

弓 削 高 等 学 校 〃

北 条 高 等 学 校 平成２１年１月７日

松 山 東 高 等 学 校 〃

松 山 南 高 等 学 校 〃

松 山 北 高 等 学 校 〃

松 山 中 央 高 等 学 校 〃

松 山 工 業 高 等 学 校 平成２１年１月１５日

松 山 商 業 高 等 学 校 〃

東 温 高 等 学 校 平成２１年１月７日

上 浮 穴 高 等 学 校 平成２１年２月６日

小 田 高 等 学 校 〃

伊 予 農 業 高 等 学 校 〃

伊 予 高 等 学 校 〃

中 山 高 等 学 校 〃

大 洲 高 等 学 校 平成２１年１月２２日

大 洲 農 業 高 等 学 校 〃

長 浜 高 等 学 校 平成２１年１月７日

内 子 高 等 学 校 〃

八 幡 浜 高 等 学 校 〃

八 幡 浜 工 業 高 等 学 校 〃

川 之 石 高 等 学 校 平成２１年１月１３日

三 崎 高 等 学 校 〃

三 瓶 高 等 学 校 平成２１年１月７日

宇 和 高 等 学 校 平成２１年１月１３日

野 村 高 等 学 校 〃

宇 和 島 東 高 等 学 校 平成２１年２月６日

宇 和 島 水 産 高 等 学 校 〃

吉 田 高 等 学 校 〃

三 間 高 等 学 校 〃

北 宇 和 高 等 学 校 〃

津 島 高 等 学 校 〃

南 宇 和 高 等 学 校 〃

今 治 東 中 等 教 育 学 校 〃

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 教 育 事 務 所 平成２１年５月１１日

東 予 教 育 事 務 所 平成２１年４月２８日

南 予 教 育 事 務 所 平成２１年５月１１日

総 合 教 育 セ ン タ ー 平成２１年５月１３日

生 涯 学 習 セ ン タ ー 平成２１年５月１１日

総 合 科 学 博 物 館 平成２１年４月２８日

歴 史 文 化 博 物 館 平成２１年１月２２日

図 書 館 平成２１年１月７日

博 物 館 〃

えひめ青少年ふれあいセンター 平成２１年５月１１日

美 術 館 平成２１年１月１５日

川 之 江 高 等 学 校 平成２１年２月６日

三 島 高 等 学 校 平成２１年２月１７日

土 居 高 等 学 校 〃

新 居 浜 東 高 等 学 校 平成２１年２月１３日

新 居 浜 西 高 等 学 校 〃
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�公表第３７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

�������
�公表第３８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成２１年１１月２０日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

松 山 西 中 等 教 育 学 校 平成２１年１月７日

宇和島南中等教育学校・高等学校 平成２１年２月６日

松 山 盲 学 校 平成２１年１月７日

松 山 聾 学 校 平成２１年１月１５日

宇 和 聾 学 校 平成２１年１月１３日

し げ の ぶ 特 別 支 援 学 校 平成２１年１月１５日

第 三 養 護 学 校 〃

今 治 養 護 学 校 平成２１年２月６日

宇 和 養 護 学 校 平成２１年１月７日

（監査の結果）

平成２０年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 行政財産（ミュージアムショップ）の使用許可について、実際の使

用面積が許可面積（６９．２３�）より２．５９�過大となっていた。

（総合科学博物館）

２ プラネタリウム設備保守点検業務委託契約について、予定価格の積

算のうち、臨時点検の業務量（人数・回数）が実績に比べてかい離し

ていたので、より妥当性・合理性のある積算方法を検討されたい。

（総合科学博物館）

３ 行政財産（ミュージアムショップ）の使用許可について、実際の使

用面積が許可面積（３６．８５�）より１０．３８�過大となっていた。

（美術館）

４ グラウンド東側ブロック塀改修工事（第１号）について、当該ブロ

ック塀の壁頂部鉄筋の末端が、建築基準法施行令第６２条の８第６号に

従い設計した図面どおり施工されていなかった。

（新居浜東高等学校）

５ 入学金及び授業料に係る現金収納事務について、次のとおり改善を

要する点があった。

・入学金の現金領収書について、これを書き損じたときはその各葉に

「廃棄」と朱書しておかなければならないところ、書き損じたもの

を紛失していた。

・入学金の現金領収書について、別の生徒の氏名を記載し誤って発行

していたものがあった。

・授業料の現金領収書について、県会計規則に定める現金領収書を交

付しているにもかかわらず、非県会計の同窓会費等を収納したとき

に発行している任意の領収書においても、授業料を含めた金額を記

載し交付していた。 （新居浜西高等学校）

６ 現金支給する職員（３名）の給与について、給料の支給定日を１日

遅延して支給していたほか、給与明細書への受領者の押印を徴してお

らず、また給与資金前渡担任者による精算手続を怠っていた。

（東予高等学校）

７ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（２７，３００円分）が認められた。

（上浮穴高等学校）

８ 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に差

し替えて納入させた不適正な経理処理（９５，５５０円分）が認められた。

（宇和島東高等学校）

９ 職員（２名）の通勤手当について、人事委員会の運用通知に基づき

最短の経路でなく社会通念上合理的と認める経路について認定すると

きは、職員からの十分な検討材料の提供を受けて総合的に判断しなけ

ればならないとされているところ、十分な検討がないまま届出のあっ

た通勤経路を認定したこと、通勤に要する運賃等の額に変更があった

にもかかわらずこの届出がなかったことにより、計２７，９４２円（平成２０

年４月から１２月までの９か月分）が過支給となっていた。

（しげのぶ特別支援学校）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

四 国 中 央 警 察 署 平成２１年４月１５日

新 居 浜 警 察 署 平成２１年４月１０日

西 条 警 察 署 平成２１年４月１５日

西 条 西 警 察 署 平成２１年４月１０日

今 治 警 察 署 平成２１年４月１５日

伯 方 警 察 署 平成２１年４月１０日

松 山 東 警 察 署 平成２１年４月１５日

松 山 西 警 察 署 平成２１年４月１０日

松 山 南 警 察 署 平成２１年１月１５日

久 万 高 原 警 察 署 平成２１年４月１０日

伊 予 警 察 署 平成２１年４月１５日

大 洲 警 察 署 平成２１年１月７日

八 幡 浜 警 察 署 平成２１年１月１３日

西 予 警 察 署 平成２１年１月７日

宇 和 島 警 察 署 平成２１年４月１０日

愛 南 警 察 署 平成２１年４月２０日

（監査の結果）

平成２０年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 職員（１名）の住居手当について、共益費及び駐車料を含めて家賃

の額を算定したため、計３８，５００円（平成２０年４月から２１年２月までの

１１か月分）が過支給となっていた。 （松山東警察署）

２ 職員の不注意により警察車両による事故が多発（６件）し、当該車

両の廃車及び毀損、相手車両等の毀損があったので、事故防止を徹底

されたい。 （松山東警察署）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成２１年６月１５日

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃
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銅 山 川 発 電 所 平成２１年６月９日

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成２１年６月１０日

今治地区工業用水道管理事務所 〃

西条地区工業用水道管理事務所 平成２１年６月１１日

中 央 病 院 平成２１年６月１５日

今 治 病 院 平成２１年６月１０日

三 島 病 院 平成２１年６月９日

南 宇 和 病 院 平成２１年６月８日

新 居 浜 病 院 平成２１年６月１１日

（監査の結果）

平成２０年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 工業用水道事業

� 県下３工業用水道事業のうち、松山・松前地区工業用水道事業に

ついては、給水先が大口で給水実績も堅調であり、経営成績は安定

しているが、今治地区工業用水道事業については、給水能力に見合

う契約給水量の確保により経営成績自体は安定しているものの、実

績給水量の減少傾向が続いている。このため、給水契約の維持や新

規需要の開拓など、事業の安定を持続させるための取組が必要であ

る。

西条地区工業用水道事業については、造成土地の売却が収益に寄

与したものの、構造的には平成２１年度以降も大幅な赤字が続くと見

込まれ、依然として厳しい経営状況にある。このため、引き続き、

新規需要の開拓等に努力を払われたい。

附帯事業（土地造成事業）については、当年度は、県内外の企業

６社に約８．５万�を売却したところであるが、今後とも未処分地約

１２万�の早期売却等に努められたい。

� 営業未収金（納期到来分）について、早期回収に一層努められた

い。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
給水料金 ５，３０９，１１６ ０ ５，３０９，１１６

今治地区工業用水道
給水料金 １，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８

計 ６，９２２，２９４ ０ ６，９２２，２９４

� 営業外未収金（納期到来分）について、早期回収に、より一層努

められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
超過料金 ２２４，０６４ ０ ２２４，０６４

西条地区工業用水道
壬生川幹線工事負担
金

１，３８８，８５２ ５３８，２８１ １，９２７，１３３

計 １，６１２，９１６ ５３８，２８１ ２，１５１，１９７

� 附帯事業未収金について、早期回収に一層努められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

造成土地売却等に伴
う割賦代金・割賦利
息・賃貸料

２，２５８，５６９ １，９７４，８５８ ４，２３３，４２７

� 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に

差し替えて納入させた不適正な経理処理（９４，５００円分）が認められ

た。また、平成２１年度においても、同様の事例（７３，０８０円分）が認

められた。 （銅山川発電所）

	 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に

差し替えて納入させた不適正な経理処理（６７，５６７円分）が認められ

た。また、平成２１年度においても、同様の事例（２５，５２５円分）が認

められた。 （今治地区工業用水道管理事務所）

２ 病院事業

� 経営成績は、前年度の純損失８億９０５万円より６億円余り悪化し、

１４億１，３６１万円の純損失となっている。

また、累積欠損金も前年度の１８５億９，０６５万円から、当年度末に

は２００億４２７万円に増加しており、企業債等の借入残高２７０億円余

とあわせ、非常に厳しい財務状況となっている。

このため、医師・看護師の確保を図ることによって、患者数の増

加及び病床利用の向上による収益の増加を目指すとともに、業務全

般にわたる費用の抑制・縮減に努めることによって、経営収支を改

善し、さらに地域医療の中核施設として県民医療の確保を図りなが

ら、経営健全化に向けて取り組むことを期待する。

� 個人医業未収金（納期到来分）について、早期回収に、より一層

努められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ２０１，５９９，８５２ ６２，７４２，４９８ ２６４，３４２，３５０

今治病院 ５０，６４９，９６３ ２１，６２７，１１０ ７２，２７７，０７３

三島病院 １８，０８９，３１２ ２，９５７，１６７ ２１，０４６，４７９

南宇和病院 ２９，３９３，８８３ ４，６８１，０５０ ３４，０７４，９３３

新居浜病院 ３７，９２８，０８８ １７，１２８，２２５ ５５，０５６，３１３

計 ３３７，６６１，０９８ １０９，１３６，０５０ ４４６，７９７，１４８

� 医業外未収金（納期到来分）について、早期回収に、より一層努

められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ９５３，８９２ １０，７９９，８１６ １１，７５３，７０８

今治病院 １２７，２８０ ５７，０５０ １８４，３３０

三島病院 ５９，５３０ ２，８８０ ６２，４１０

南宇和病院 ９３，７７０ ３９，０６０ １３２，８３０

新居浜病院 １８０，５５０ ５６，４０１ ２３６，９５１

計 １，４１５，０２２ １０，９５５，２０７ １２，３７０，２２９

� 廃止された北宇和病院に係る個人医業未収金及び医業外未収金に

ついて、早期回収に引き続き努められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未 収 金 備 考

個人医業未収金 ７，１９９，７６０

医業外未収金 ９０１，１５３

計 ８，１００，９１３

� 県立病院看護職員修学奨励金返納金に係る未収金について、早期

回収に努められたい。

（平成２１年３月３１日現在 単位：円）

調定年度 債 務 者 未 収 金 備 考

１２年度 １者 ４０，０００
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教育委員会告示

�愛媛県教育委員会告示第９号
平成２２年度愛媛県県立高等学校一般入学者選抜追検査実施要項を

次のように定める。

平成２１年１１月２０日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成２２年度愛媛県県立高等学校一般入学者選抜追検査実施要

項

１ 目的

この要項は、新型インフルエンザが平成２２年１月から３月にか

けて流行するおそれがあることにかんがみ、これに対処するため、

平成２２年度愛媛県県立高等学校一般入学者選抜（以下「一般入学

者選抜」という。）に係る追検査に関し必要な事項を定めること

を目的とする。

２ 追検査の実施

� 高等学校長は、当該県立高等学校に係る一般入学者選抜の入

学志願者が、新型インフルエンザにり患し、又はその疑い（急

な発熱及びせき、のどの痛み等の症状をいう。以下同じ。）が

あったことその他やむを得ない事情により、一般入学者選抜の

学力検査等（平成２２年度愛媛県県立高等学校入学者選抜実施要

項（平成２１年１０月愛媛県教育委員会告示第６号。以下「入学者

選抜実施要項」という。）第３の５に規定する学力検査等をい

う。以下同じ。）の全部又は一部を欠席した場合においては、

この要項の定めるところにより、追検査を実施するものとする。

� 追検査に係る検査教科の学力検査の成績並びに面接及び実技

テストの結果は、それぞれ一般入学者選抜に係る当該検査教科

の学力検査の成績並びに面接及び実技テストの結果とみなす。

３ 受検手続

� 一般入学者選抜の入学志願者は、新型インフルエンザにり患

し、又はその疑いがあったことその他やむを得ない事情により

学力検査等の全部又は一部を欠席した場合において、追検査の

受検を希望するときは、追検査受検願を在籍又は出身の中学校

等（入学者選抜実施要項第３の３�アに規定する中学校等をい
う。以下同じ。）又は中等教育学校の校長（以下「中学校長」

という。）を経て（在籍及び出身の中学校等及び中等教育学校

のない場合は、直接。�において同じ。）、平成２２年３月１２日
（金）正午までに志願先高等学校長に提出しなければならない。

� 県立高等学校に係る一般入学者選抜の入学志願者は、追検査

受検願に新型インフルエンザにり患し、又はその疑いがあった

ことその他やむを得ない事情について、中学校長の証明を受け

なければならない。ただし、中学校長を経由しない場合にあっ

ては、医師の診断書又はそれを証する書類を添付しなければな

らない。

� 高等学校長は、追検査受検願の提出があった場合は、当該提

出をした者に対して直ちに、中学校長を経て、追検査の受検の

可否を通知するものとする。

４ 高等学校長の報告

� 高等学校長は、追検査の実施の有無及び追検査の受検を承認

した者（以下「追検者受検者」という。）の数を平成２２年３月

１２日（金）１６時までに教育長に報告するものとする。

� �に定めるもののほか、高等学校長は、教育長が定めるとこ
ろにより、追検査の実施状況その他の教育長が定める事項を報

告するものとする。

５ 学力検査、実技テスト及び面接の実施

追検査受検者に対して行う学力検査、実技テスト及び面接につ

いては、入学者選抜実施要項第３の５�から�までの規定を準用
する。ただし、一般入学者選抜に係る学力検査等の一部を欠席し

た追検査受検者にあっては、当該欠席に係る検査教科の学力検査、

実技テスト又は面接に限り、追検査を行う。

６ 期日及び日程

期 日 時 間 教 科 等

９：００～９：１５ 点呼、受検上の注意

９：２０～１０：０５ 国 語

１０：１５～１０：４０ 国 語（作文）

１０：５０～１１：４０ 理 科

平成２２年
３月１６日（火）

１１：５０～１２：４０ 社 会

１２：４０～１３：２５ （昼 食）

１３：３０～１４：２０ 数 学

１４：３０～１５：３０ 英 語

１５：４０～
面 接

（工業に関するデザイン科
にあっては、実技テスト
（３０分）終了後に面接）

７ 検査場

検査場は、志願先の高等学校（本校又は分校）とする。

８ その他

この要項に定めるもののほか、追検査の実施に関し必要な事項

は、教育長が定める。

１３年度 １者 ３０，０００
実債務者数１者

１４年度 １者 ３２２，０００

計 ３者 ３９２，０００

� 院内保育所運営業務委託契約について、月間管理費の総価による

随意契約（１者見積り）として見積りを徴したにもかかわらず、保

育内容や保育児童数の実績によって月額委託料を算定する単価契約

を締結していた。 （中央病院）

� 需用費の執行において、会計書類に記載した物品と異なる物品に

差し替えて納入させた不適正な経理処理（３２，５５０円分）が認められ

た。 （三島病院）

� 職員（２名）の通勤手当について、人事委員会の運用通知に基づ

き最短の経路でなく社会通念上合理的と認める経路について認定す

るときは、職員からの十分な検討材料の提供を受けて総合的に判断

しなければならないとされているところ、十分な検討がないまま届

出のあった通勤経路を認定したことにより、計５２，９００円（平成２０年

４月から２１年３月までの１２か月分）が過支給となっていた。

（新居浜病院）

� 現金支給する職員（１名）の期末手当及び勤勉手当について、こ

れらの支給日を９日遅延して支給していたほか、このために発生し

た給与資金前渡担任者預金口座の預金利子を収入していなかった。

（新居浜病院）
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�愛媛県教育委員会告示第１０号
平成２２年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考追検査実施要項を

次のように定める。

平成２１年１１月２０日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成２２年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考追検査実施要

項

１ 目的

この要項は、新型インフルエンザが平成２２年１月から３月にか

けて流行するおそれがあることにかんがみ、これに対処するため、

平成２２年度愛媛県県立中等教育学校入学者選考（以下「入学者選

考」という。）に係る追検査に関し必要な事項を定めることを目

的とする。

２ 追検査の実施

� 中等教育学校長は、当該県立中等教育学校に係る入学者選考

の入学志願者（以下「入学志願者」という。）が、新型インフ

ルエンザにり患し、又はその疑い（急な発熱及びせき、のどの

痛み等の症状をいう。以下同じ。）があったことその他やむを

得ない事情により、入学者選考の適性検査等（平成２２年度愛媛

県県立中等教育学校入学者選考実施要項（平成２１年１０月愛媛県

教育委員会告示第７号。以下「入学者選考実施要項」という。）

８に規定する面接、作文及び適性検査をいう。以下同じ。）の

全部又は一部を欠席した場合においては、この要項の定めると

ころにより、追検査を実施するものとする。

� 追検査に係る面接、作文及び適性検査の結果は、それぞれ入

学者選考に係る面接、作文及び適性検査の結果とみなす。

３ 受検手続

� 入学志願者は、新型インフルエンザにり患し、又はその疑い

があったことその他やむを得ない事情により適性検査等の全部

又は一部を欠席した場合において、追検査の受検を希望すると

きは、追検査受検願を在籍の小学校等（入学者選考実施要項３

�に規定する小学校等をいう。以下同じ。）の校長（以下「小
学校長」という。）を経て、平成２２年１月１２日（火）正午まで

に志願先中等教育学校長に提出しなければならない。

� 入学志願者は、追検査受検願に新型インフルエンザにり患し、

又はその疑いがあったことその他やむを得ない事情について、

小学校長の証明を受けなければならない。

� 中等教育学校長は、追検査受検願の提出があった場合は、当

該提出をした者に対して直ちに、小学校長を経て、追検査の受

検の可否を通知するものとする。

４ 中等教育学校長の報告

� 中等教育学校長は、追検査の実施の有無及び追検査の受検を

承認した者（以下「追検査受検者」という。）の数を平成２２年

１月１２日（火）１６時までに教育長に報告するものとする。

� �に定めるもののほか、中等教育学校長は、教育長が定める
ところにより、追検査の実施状況その他の教育長が定める事項

を報告するものとする。

５ 面接、作文及び適性検査の実施

追検査受検者に対して行う面接、作文及び適性検査については、

入学者選考実施要項８の�から�までの規定を準用する。ただし、
入学者選考に係る適性検査等の一部を欠席した追検査受検者にあ

っては、当該欠席に係る面接、作文及び適性検査に限り、追検査

を行う。

６ 期日及び日程

期 日 時 間 教 科 等

８：５０
集 合

（志願先中等教育学校体育
館）

９：００～９：２５ 点呼、受検上の注意

平成２２年
１月１３日（水） ９：４０～１０：３０ 作 文

１０：５０～１１：５０ 適 性 検 査

１１：５０～１２：４０ （昼 食）

１２：４０～ 面 接

７ 検査場

検査場は、志願先の中等教育学校とする。

８ その他

この要項に定めるもののほか、追検査の実施に関し必要な事項

は、教育長が定める。

�������
�愛媛県教育委員会告示第１１号
平成２２年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜追検査実施

要項を次のように定める。

平成２１年１１月２０日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

平成２２年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜追検査

実施要項

１ 目的

この要項は、新型インフルエンザが平成２２年１月から３月にか

けて流行するおそれがあることにかんがみ、これに対処するため、

平成２２年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜（以下「入

学者選抜」という。）に係る追検査に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。

２ 本科入学者選抜

� 追検査の実施

ア 特別支援学校長は、当該県立特別支援学校高等部本科（普

通科を除く。以下同じ。）に係る入学者選抜の入学志願者が、

新型インフルエンザにり患し、又はその疑い（急な発熱及び

せき、のどの痛み等の症状をいう。以下同じ。）があったこ

とその他やむを得ない事情により、入学者選抜の学力検査等

（平成２２年度愛媛県県立特別支援学校高等部入学者選抜実施

要項（平成２１年１０月愛媛県教育委員会告示第８号。以下「入

学者選抜実施要項」という。）第２の３に規定する学力検査

並びに４に規定する面接及び適性検査をいう。以下２におい

て同じ。）の全部又は一部を欠席した場合においては、この

要項の定めるところにより、追検査を実施するものとする。

イ 追検査に係る検査教科の学力検査の成績並びに面接及び適

性検査の結果は、それぞれ入学者選抜に係る当該検査教科の

学力検査の成績並びに面接及び適性検査の結果とみなす。

� 手続

ア 入学者選抜の入学志願者は、新型インフルエンザにり患し、

又はその疑いがあったことその他やむを得ない事情により学

力検査等の全部又は一部を欠席した場合において、追検査の
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雑 報

受検を希望するときは、追検査受検願を在籍又は出身の中学

部等（入学者選抜実施要項第２の１�アに規定する中学部等
をいう。以下同じ。）又は中等教育学校の校長（以下「中学

部等校長」という。）を経て（在籍及び出身の中学部等及び

中等教育学校のない場合は、直接。２�ウにおいて同じ。）、
平成２２年３月９日（火）正午までに志願先特別支援学校長に

提出しなければならない。

イ 県立特別支援学校高等部本科に係る入学者選抜の入学志願

者は、追検査受検願に新型インフルエンザにり患し、又はそ

の疑いがあったことその他やむを得ない事情について、中学

部等校長の証明を受けなければならない。ただし、中学部等

校長を経由しない場合にあっては、医師の診断書又はそれを

証する書類を添付しなければならない。

ウ 特別支援学校長は、追検査受検願の提出があった場合は、

当該提出をした者に対して直ちに、中学部等校長を経て、追

検査の受検の可否を通知するものとする。

� 特別支援学校長の報告

ア 特別支援学校長は、追検査の実施の有無及び追検査の受検

を承認した者（以下「追検査受検者」という。）の数を平成

２２年３月９日（火）１６時までに教育長に報告するものとする。

イ アに定めるもののほか、特別支援学校長は、教育長が定め

るところにより、追検査の実施状況その他の教育長が定める

事項を報告するものとする。

� 学力検査、面接及び適性検査の実施

追検査受検者に対して行う学力検査、面接及び適性検査につ

いては、入学者選抜実施要項第２の３�及び�並びに４�及び
�の規定を準用する。ただし、入学者選抜に係る学力検査等の
一部を欠席した追検査受検者にあっては、当該欠席に係る検査

教科の学力検査、面接又は適性検査に限り、追検査を行う。

� 期日及び日程

追検査の期日は、平成２２年３月１５日（月）とし、その日程に

ついては、特別支援学校長が定める。

� 検査場

検査場は、志願先の特別支援学校とする。

３ 専攻科入学者選抜

� 追検査の実施

ア 松山盲学校長は、当該高等部専攻科に係る入学者選抜の入

学志願者が、新型インフルエンザにり患し、又はその疑いが

あったことその他やむを得ない事情により、入学者選抜の学

力検査等（入学者選抜実施要項第３の３に規定する学力検査

並びに４に規定する面接及び適性検査をいう。以下３におい

て同じ。）の全部又は一部を欠席した場合においては、この

要項の定めるところにより、追検査を実施するものとする。

イ 追検査に係る検査教科の学力検査の成績並びに面接及び適

性検査の結果は、それぞれ入学者選抜に係る当該検査教科の

学力検査の成績並びに面接及び適性検査の結果とみなす。

� 手続

ア 入学者選抜の入学志願者は、新型インフルエンザにり患し、

又はその疑いがあったことその他やむを得ない事情により学

力検査等の全部又は一部を欠席した場合において、追検査の

受検を希望するときは、追検査受検願を在籍又は出身の高等

部等（入学者選抜実施要項第３の１�アに規定する高等部等
をいう。以下同じ。）の校長（以下「高等部等校長」という。）

を経て、（在籍及び出身の高等部等のない場合は、直接。３

�ウにおいて同じ。）、平成２２年３月９日（火）正午までに
松山盲学校長に提出しなければならない。

イ 松山盲学校高等部専攻科に係る入学者選抜の入学志願者は、

追検査受検願に新型インフルエンザにり患し、又はその疑い

があったことその他やむを得ない事情について、高等部等校

長の証明を受けなければならない。ただし、高等部等校長を

経由しない場合にあっては、医師の診断書又はそれを証する

書類を添付しなければならない。

ウ 松山盲学校長は、追検査受検願の提出があった場合は、当

該提出をした者に対して直ちに、高等部等校長を経て、追検

査の受検の可否を通知するものとする。

� 松山盲学校長の報告

ア 松山盲学校長は、追検査の実施の有無及び追検査の受検を

承認した者（以下「追検査受検者」という。）の数を平成２２

年３月９日（火）１６時までに教育長に報告するものとする。

イ アに定めるもののほか、松山盲学校長は、教育長が定める

ところにより、追検査の実施状況その他の教育長が定める事

項を報告するものとする。

� 学力検査、面接及び適性検査の実施

追検査受検者に対して行う学力検査、面接及び適性検査につ

いては、入学者選抜実施要項第３の３�及び�並びに４�及び
�の規定を準用する。ただし、入学者選抜に係る学力検査等の
一部を欠席した追検査受検者にあっては、当該欠席に係る検査

教科の学力検査、面接又は適性検査に限り、追検査を行う。

� 期日及び日程

追検査の期日は、平成２２年３月１５日（月）とし、その日程に

ついては、松山盲学校長が定める。

� 検査場

検査場は、松山盲学校とする。

４ その他

この要項に定めるもののほか、追検査の実施に関し必要な事項

は、教育長が定める。

�公 告

理容師国家試験及び美容師国家試験に関する公示

理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第３条第１項及び美容師法

（昭和３２年法律第１６３号）第４条第１項の規定に基づき、第２１回理

容師国家試験及び美容師国家試験を次のとおり実施する。

平成２１年１１月２０日

財団法人理容師美容師試験研修センター

理事長 荒 賀 泰 太

１ 試験期日

� 理容師実技試験 平成２２年１月２５日（月）

� 美容師実技試験 平成２２年２月１日（月）から

� 理容師筆記試験、美容師筆記試験 平成２２年３月７日（日）

２ 試験地

愛媛県

３ 試験会場

� 理容師実技試験

松山市一番町一丁目１番１号
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専門学校 国際トータルビューティカレッジ

� 美容師実技試験

松山市小栗六丁目１番２６号

愛媛県美容専門学校

� 筆記試験

松山市文京町３番

愛媛大学 教育学部講義棟

４ 受験願書の配布場所

�理容師美容師養成学校
�松山市本町七丁目２番地
愛媛県本町ビル２階

財団法人理容師美容師試験研修センター四国ブロック事務所

５ 受験願書の提出先

郵送受付のみ：申請書類一式を書留郵便で送付すること。

〔送付先〕

〒１３５―８５０７ 東京都江東区有明三丁目１番地２５

有明フロンティアビルＢ棟９階

財団法人理容師美容師試験研修センター

６ 受験願書の受付期間

平成２１年１０月３０日（金）から平成２１年１１月２０日（金）まで（１１

月２０日の消印有効）

７ 詳細についての問い合わせ先

〒７９０―０８１１ 松山市本町七丁目２番地

愛媛県本町ビル２階

財団法人理容師美容師試験研修センター四国ブロック事務所

電話 ０８９－９２４－０８０４

ＦＡＸ ０８９－９８９－１３３３

平成２１年１１月２０日 発行
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